
徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定
に

基
づ
き
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

起
業
者
の
名
称

名
西
消
防
組
合

二

事
業
の
種
類

名
西
消
防
組
合
消
防
本
部
及
び
石
井
消
防
署
新
庁
舎
整
備
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

徳
島
県
名
西
郡
石
井
町
高
川
原
字
高
川
原
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

申
請
に
係
る
事
業
は
、
以
下
の
と
お
り
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ

る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

申
請
に
係
る
事
業
は
、
名
西
郡
石
井
町
高
川
原
字
高
川
原
地
内
を
起
業
地
と
す
る
名
西
消
防
組
合

消
防
本
部
及
び
石
井
消
防
署
新
庁
舎
整
備
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
三
条
第
三
十
一
号
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
庁

舎
、
工
場
、
研
究
所
、
試
験
所
そ
の
他
直
接
そ
の
事
務
又
は
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

起
業
者
で
あ
る
名
西
消
防
組
合
は
、
名
西
郡
石
井
町
及
び
神
山
町
の
二
町
が
地
方
自
治
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
に

設
け
た
一
部
事
務
組
合
で
あ
る
。
令
和
四
年
七
月
に
「
名
西
消
防
組
合
消
防
本
部
・
石
井
消
防
署
庁

舎
建
設
検
討
準
備
委
員
会
」
を
設
置
し
、
令
和
五
年
一
月
に
は
、
目
指
す
庁
舎
の
指
針
と
な
る
「
名

西
消
防
組
合
消
防
本
部
及
び
石
井
消
防
署
新
庁
舎
整
備
基
本
構
想
」
と
、
基
本
構
想
で
決
定
し
た
庁

舎
箇
所
で
の
詳
細
目
標
を
掲
げ
た
「
名
西
消
防
組
合
消
防
本
部
及
び
石
井
消
防
署
新
庁
舎
整
備
基
本

計
画
」
を
策
定
し
て
お
り
、
本
件
事
業
に
関
す
る
財
源
措
置
も
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
起
業

者
で
あ
る
名
西
消
防
組
合
は
本
件
事
業
を
施
行
す
る
権
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
起
業
者
が
当
該
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る

者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

（一）

現
在
の
名
西
消
防
組
合
消
防
本
部
及
び
石
井
消
防
署
庁
舎
（
以
下
「
本
庁
舎
」
と
い
う
。
）
は

、
災
害
時
に
お
け
る
地
域
防
災
拠
点
の
役
割
を
担
う
と
と
も
に
、
石
井
町
役
場
が
災
害
対
策
本
部

庁
舎
機
能
を
維
持
で
き
な
い
場
合
の
代
替
施
設
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
建
築
後
四
十
四

年
が
経
過
し
、
多
数
の
亀
裂
や
雨
漏
り
が
発
生
し
、
一
部
で
は
爆
裂
部
分
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
経

年
劣
化
の
進
行
が
著
し
く
、
耐
震
強
度
の
低
下
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
洪
水
に
よ
る
浸

水
対
策
機
能
が
十
分
で
は
な
い
た
め
、
将
来
起
こ
り
う
る
と
さ
れ
る
洪
水
の
発
生
時
に
お
い
て
は



機
能
不
全
に
陥
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
よ
う
に
、
本
庁
舎
は
耐
震
性
能
や
浸
水
対
策
機
能
の
不

足
か
ら
、
救
命
活
動
及
び
救
護
活
動
の
拠
点
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
難
し
い
状
況
に
あ
る
。

ま
た
、
各
種
災
害
に
対
応
す
る
た
め
の
資
機
材
の
拡
充
や
消
防
車
両
の
増
強
・
大
型
化
等
に
よ

り
本
庁
舎
及
び
本
庁
舎
敷
地
の
狭
あ
い
化
が
著
し
く
、
慢
性
的
な
収
納
不
足
や
、
訓
練
施
設
を
庁

舎
敷
地
内
に
設
置
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
訓
練
内
容
の
制
限
及
び
緊
急
出
動
の
遅
延
の
お
そ
れ
等

の
問
題
が
生
じ
て
い
る
ほ
か
、
来
庁
者
の
駐
車
場
も
不
足
し
、
本
来
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
以
外
へ
の

駐
車
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
た
め
に
事
故
の
発
生
や
出
動
時
の
障
害
と
な
る
懸
念
が
生
じ
て
い

る
。加

え
て
、
本
庁
舎
は
多
様
な
来
庁
者
を
迎
え
る
公
共
施
設
と
し
て
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
及
び
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
が
導
入
さ
れ
て
お
ら
ず
、
来
庁
者
に
負
担
を
強
い
て
い
る
状
況
が
生
じ
て
い

る
上
に
、
当
直
勤
務
に
必
要
な
女
性
専
用
の
施
設
が
未
整
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
女
性
消
防
官
の

活
躍
の
機
会
が
失
わ
れ
て
い
る
な
ど
、
施
設
内
容
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
に
消
防
行
政
の
充
実
強

化
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
。

本
件
事
業
の
実
施
に
よ
り
、
本
庁
舎
の
老
朽
化
、
狭
あ
い
化
、
耐
震
性
能
及
び
浸
水
対
策
機
能

の
不
足
等
の
抜
本
的
な
解
決
が
図
ら
れ
、
敷
地
内
の
訓
練
施
設
や
女
性
消
防
官
の
た
め
の
設
備
を

備
え
た
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
消
防
行
政
に
資
す
る
施
設
と
な
る
こ
と
に
加
え
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

デ
ザ
イ
ン
を
導
入
し
た
全
て
の
来
庁
者
に
と
っ
て
利
用
し
や
す
い
快
適
な
庁
舎
が
実
現
す
る
。
同

時
に
、
防
災
及
び
緊
急
医
療
用
の
ヘ
リ
ポ
ー
ト
や
受
援
時
に
使
用
す
る
厨
房
等
の
設
備
を
新
設
し

、
受
援
体
制
の
強
化
が
図
ら
れ
る
な
ど
、
災
害
時
に
地
域
防
災
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
担
う
機
能

も
有
す
る
庁
舎
と
な
る
こ
と
か
ら
、
公
益
に
資
す
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
大
き
な
も
の
が
あ
る
。

な
お
、
本
件
事
業
に
お
け
る
環
境
影
響
評
価
に
つ
い
て
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法

律
第
八
十
一
号
）
及
び
徳
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
六
号
）

に
定
め
る
対
象
事
業
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
た
め
実
施
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
件
事
業
の
施

行
に
お
い
て
規
制
基
準
を
上
回
る
騒
音
及
び
振
動
が
予
測
さ
れ
る
工
種
は
な
い
た
め
、
工
事
期
間

中
の
騒
音
及
び
振
動
に
起
因
す
る
周
辺
の
生
活
環
境
へ
の
影
響
は
極
め
て
小
さ
い
も
の
と
認
め
ら

れ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

失
わ
れ
る
利
益

（二）

起
業
者
が
行
っ
た
現
地
調
査
及
び
文
献
調
査
に
よ
る
と
、
本
件
事
業
の
起
業
地
内
に
は
、
絶
滅

の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に

よ
る
国
内
希
少
野
生
動
植
物
並
び
に
環
境
省
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
及
び
徳
島
県
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
に
お
い

て
起
業
者
が
保
護
の
た
め
の
特
別
の
措
置
を
講
ず
べ
き
動
植
物
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
よ
り
、
起
業
者
が
保
護
の
た
め
の
特

別
の
措
置
を
講
ず
べ
き
文
化
財
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

事
業
計
画
の
合
理
性

（三）

本
件
事
業
の
起
業
地
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
石
井
町
内
各
地
区
へ
の
救
急
及
び
火
災
の
出
動

状
況
、
災
害
時
に
災
害
対
策
本
部
と
な
る
石
井
町
役
場
と
の
距
離
、
過
去
の
洪
水
時
に
お
け
る
浸

水
状
況
、
必
要
と
な
る
敷
地
面
積
の
確
保
の
可
否
等
を
条
件
と
し
て
選
定
し
た
三
つ
の
候
補
地
に

つ
い
て
比
較
検
討
が
行
わ
れ
て
お
り
、
救
急
出
動
頻
度
が
高
い
地
域
へ
の
平
均
到
達
時
間
が
最
短



で
あ
り
、
石
井
町
役
場
に
最
も
近
く
、
神
山
町
へ
の
ア
ク
セ
ス
も
優
れ
て
い
る
こ
と
、
浸
水
対
策

と
し
て
施
工
す
る
か
さ
上
げ
高
が
低
く
事
業
費
が
最
も
低
廉
で
あ
る
こ
と
等
、
社
会
的
、
技
術
的

及
び
経
済
的
観
点
か
ら
総
合
的
に
勘
案
す
る
と
、
本
件
事
業
の
起
業
地
が
最
も
合
理
的
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、

で
述
べ
た
「
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
」
と

で
述
べ
た
「
失
わ
れ
る
利
益

（一）

（二）

」
と
を
比
較
衡
量
す
る
と
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に

優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
事
業
計
画
が
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

（一）

３
の

で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
庁
舎
は
老
朽
化
や
施
設
規
模
の
狭
あ
い
化
と
い
っ
た
様
々
な
課

（一）

題
を
抱
え
て
お
り
、
激
甚
化
・
頻
発
化
す
る
豪
雨
災
害
な
ど
、
大
規
模
自
然
災
害
の
脅
威
に
備
え

る
た
め
に
も
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
本
件
事
業
を
施
行
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

（二）

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
最
小
限
の
面
積
で

あ
る
と
と
も
に
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
し
、
又
は
使
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
も
の
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

以
上
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ

る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

石
井
町
役
場
総
務
課


